
 

 

電気自動車等の整備の業務に係る特別教育（低電圧）のご案内 
令和元年８月１日の労働安全衛生法の改正があり、ハイブリッド車等の普及に伴いこれら自動車の高

電圧整備・取扱いに特化したカリキュラムの策定が行われ、本特別教育の教育時間が『７時間以上』と改正

されました。 

これにより、当会では従来２日間（１４時間）の教育を実施しておりましたが、１日間（７時間）特別教

育を開催致します。受講希望者は、下記申込用紙に必要事項を記入しＦＡＸでお申込ください。 

 

 

※ 特別教育の主旨 

事業者は、労働者をハイブリッド、電気自動車の高電圧部位の整備に労働者をつかせるとき、業務

に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならないことが、労働安全衛生法で義務付けら

れています。また、特別教育は、本来事業者が事業内訓練として実施しても構いません。 

    

 

日   時  令和６年９月２０日（金）９：００～１７：００（７時間） 

場   所  自動車整備振興会 附属実習場 

受 講 料 
 ・会員は５，５００円（内消費 10％500円） 昼食つき 

※会員外は１１,０００円（内消費 10％1,000円）※現金払いのみ 

定   員  ２０名（先着順） 

教   材  日産電気自動車またはハイブリッド車の１台 

※申込締め切り日を過ぎてからキャンセルする場合、テキストを購入していただきます。 

※当日キャンセルの場合、昼食・教材等のキャンセルができないため、受講料をいただくこ 

とになりますのでご了承願います。 

※開講案内、事前案内をメールで通知します。 

 

受 講 申 込 書 

受講者氏名（フルネームで記載） 

１． 

２． 

事業場名  担当者 
 

受講料（お支払い方法に〇） 会社請求   ・   現金払い 

８月３０日（金）までにＦＡＸ又はメールにてお申込み下さい。 
 ＦＡＸ番号：０１５７－２４－４５４９   E-mail：info@jaspa-kitami.or.jp 

 

ご不明な点は整備振興会 教育係まで ＴＥＬ：０１５７－２４－４５４４ 

ハイブリッド、電気自動車の高電圧部位の整備 

サービスプラグ脱着する場合 

修了しておく必要がある特別教育です 

 


